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	運営規程に定めておかなければならない重要事項
	【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例
	（平成２４年条例第1５５号）】第１1条等に基づく指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護及び指定行動援護（以下「指定居宅介護等」という。）
	②　従業者の職種、員数及び職務の内容
	③　営業日及び営業時間
	④　指定居宅介護等の内容及び支給決定障害者等から受領する費用の額
	　    ※都が示している参考例には、併せてサービス提供日、提供時間についても記載
	⑤　通常の事業の実施地域
	⑥　緊急時等における対応方法
	⑦　事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類
	⑧　虐待の防止のための措置に関する事項
	⑨　その他運営に関する重要事項
	　　   ・従業者の研修について
	　　   ・個人情報保護関係
	・区市町村により地域生活支援拠点として位置付けられている場合には、その機能等
	　　   ・運営規程に定める事項以外の取り決め。
	⑩　附則
	　　  　当該事業の施行日・・事業開始の日
	　    ※都として参考に示している事項

